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1．はじめに 

1.1 先行研究 

 一般廃棄物最終処分場とは、「家庭から排出される

廃棄物を生活環境の保全上支障が生じない方法で適

切に貯留し、自然界の代謝機能を利用して安定化、

無害化させる施設」(花嶋, 1992:116)を指し、また廃

棄物の処理及び清掃に関する法律により、それぞれ

の自治体ないし隣接自治体との広域処理の区域ごと

によって各地域に設置されるものである。そのため、

全国の至る所に一般廃棄物最終処分場は存在してい

る。環境省のデータによると、2017 年現在、全国で

1698 施設の最終処分場が存在する(環境省, 2017)。 

しかしながら、一般的に有害な物質も多少なりと

も含まれる物を埋め立てるという施設であることか

ら、最終処分場周辺の河川や地下水、土壌への汚染

に関して心配する住民が多く、それが原因となって

最終処分場建設に反対するというアンケート調査を

用いた先行研究が存在する(羅ほか, 2008)。またかつ

て工場や鉱山があった場所やその周辺では、実際に

土壌汚染や水質汚濁といった問題が発生しており、

補償などをめぐり紛争が起きている箇所も存在する

(宮川ほか, 1999)。つまり、実際にそういった環境に

関わる問題が起きることがあるため、住民の環境問

題に対する関心は高い(花嶋, 1992)。他方、先ほどの

アンケート調査の研究では、その最終処分場に関し

て憂慮している住民の大多数は最終処分場の必要性

に関しては理解している(羅ら, 2008)。ただし最終処

分場がどこに存在しているのか、といった位置的な

情報を住民が理解しているとはアンケート結果から

みても言い難いことが明らかとなっていることから、

実際に被害を受けていなくても、主観的な観点によ

って住民から不安視されていることが指摘されてい

る。 

秋山ほか(2005)では、ある一般廃棄物最終処分場

周辺に居住する住民への調査にて、最終処分場への

賛否を、居住地から最終処分場までの距離のデータ
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とともに収集し、またそれを分析した結果、最終処

分場より半径 4km の地点に居住する住民は賛否が

拮抗し、それより距離の近いエリアでは反対意見が、

遠いエリアでは賛成意見が多くなるという結果が明

らかとなっている。この研究では、処分場への反対

要因として、処分場のリスク認知、立地計画の手続

不備の認知、廃棄物問題を身近に感じる経験が挙げ

られ、逆に要因として特に影響が見られなかったも

のとして、廃棄物行政への信頼感、廃棄物問題への

責任感、処分場の必要性の認知、事業者への信頼感

が挙げられている。 

行政と住民がどのように一般廃棄物最終処分場の

建設に関して合意を図っていくか、という合意への

プロセスを研究した政治学的な論文では海外の事例

が報告されているが(馬場, 2002)、羅ほか(2008)や秋

山ほか(2005)の国内における調査結果からは、一般

廃棄物最終処分場に対する主観的な不安によって反

対する意見が多いことが考えられ、その場合は合意

を目指すよりも最終処分場のより適切な立地を検討

し、それを公表するのが最善だと考えられる。 

しかしながら一般廃棄物最終処分場において、ど

こに立地しているのかといった見地からの研究は不

十分であり、一般廃棄物最終処分場に関する研究は

先述のアンケート調査や住民との合意をどのように

図っていくかという研究にとどまっている。 

そこで本研究は、まず適切な立地検討の前段階と

して現状の一般廃棄物最終処分場の立地を研究する

ことが、問題解決に向けての一つの手がかりになる

のではないかと考えた。また一般廃棄物最終処分場

は Not In My Back Yard、つまり NIMBY 施設の一つ

であるとされている (馬場, 2002)。一般廃棄物最終

処分場の立地について研究することは、その他一般

的に NIMBY 施設と言われているものの立地への応

用も可能ではないかと考えられる。 

 立地研究においては、大都市近郊部においてロジ

スティック回帰分析を用いて、新興住宅地における

住宅の立地選択要因の分析を行った研究が存在する

(毛利ら, 2008)。この手法を参考に一般廃棄物最終処

分場においてロジスティック回帰分析を行うと立地

に関する分析ができるのではないか、と考えた。 

 また NIMBY 施設関連の地理的な研究においては、

風力発電所の建設について環境正義的な観点から分

析した結果、都市の住民の電力使用のために、地方

にて風力発電所の建設されている問題が、複数の地

域で起きているという報告がなされている。都市の

住民によって利用されるものであるにもかかわらず

地方に設置し、さらに地方の住民の便益が図られな

い場合を環境不正義、都市内に設置し、その都市で

完結させている場合を環境正義だと述べられている

(Sofia, 2018)。このことから本研究においても都市と

地方を対比させる環境正義的な考察も行えるのでは

ないか、と考えた。 

 

1.2 本研究の意義 

 先行研究から、一般廃棄物最終処分場において、

政治的なアプローチからの研究は国内外問わずなさ

れているものの、立地に関する研究は社会的に重要

なものであるのにもかかわらず今まで目立った研究

はなされていないということが明らかとなった。一

般廃棄物最終処分場は、普段の生活を支える上で、

極めて重要な施設の一つであり今後も必要不可欠な

施設であることから、立地を研究することにより安

定的に一般廃棄物最終処分場を確保する、という社

会的な要請にこたえられるものではないかと考えら

れる。 

 また先述のとおり、NIMBY 施設の一つとしてみ

なされることが多いことから、本研究を行うことに

より、他の NIMBY 施設の研究にも応用ができるこ

とが期待される。単なる環境問題や廃棄物の問題だ

けでなく、社会的に問題になっていることについて

解決への切り札となるのではないかということが期

待される。 

 よって本研究では、一般廃棄物最終処分場の立地

を地図化し、そしてロジスティック回帰を用いて立

地の要因について考察することにする。 

 

2．方法 

2.1 対象地域 

 対象地域は日本全国である。ただし説明変数とし

て用いる国土数値情報の都市地域データが欠落して
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いる、愛知県全域、山形県寒河江市、福島県耶麻郡

磐梯町と双葉郡楢葉町、神奈川県海老名市、石川県

金沢市、長野県南佐久郡佐久穂町と北佐久郡軽井沢

町と北安曇郡白馬村と下高井郡野沢温泉村、三重県

度会郡南伊勢町、広島県庄原市、山口県熊毛郡平生

町、長崎県長崎市と佐世保市と壱岐市と南島原市、

鹿児島県の曽於市と姶良郡湧水町と熊毛郡中種子町

は除外した。 

 

2.2 使用データ 

 国土交通省国土政策局国土情報課が作成した国土

数値情報よりシェープファイル形式にて、廃棄物処

理施設データ(2012 年度) より一般廃棄物最終処分

場および焼却場の位置、都市地域データ(2018 年度) 

より都市計画区域の範囲、過疎地域データ(2017 年

度)を入手した。また Esri ジャパン社の提供する

「ESRI ジャパン データコンテンツ スターターパ

ック 2018 公共地図」内に収録されている道路の線

データのうち、高速道路、国道、都道府県道を主要

道として使用した。 

 

2.3 目的変数 

 ロジスティック回帰の目的変数は、3 次メッシュ

地域（概ね 1 ㎞四方）における一般廃棄物最終処分

場の有無である。ただし、先述の秋山ほか(2005)の研

究結果をもとに、各メッシュの一般廃棄物最終処分

場までの距離が 4km 未満の場合立地しているとみ

なし 1、4km 以上であれば立地していないとみなし

0 と定義し、変数名は「最終処分場有無」とした。 

 

2.4 説明変数 

 まず最終処分場がその他の条件を許す限り焼却場

に近ければ近いほど適正な立地だと考え、上述の最

終処分場有無と同じように、3 次メッシュ中心から

焼却場までの距離が 4km 未満の場合立地している

とみなし 1、4km 以上であれば立地していないとみ

なし 0 と定義し、変数名は「焼却場有無」とした。 

また都市計画区域外に最終処分場が立地する場合は

不適正、過疎地域内に最終処分場が過分に立地する

場合は不適正と考え、3 次メッシュ内に都市計画区

域が存在する場合に 1、そうでない場合は存在しな

いとして 0 とする変数「都市計画区域真偽」、同様に

3 次メッシュ内に過疎地が存在する場合は 1、そう

でない場合は 0 である変数「過疎地域真偽」を用意

した。また主要道に近ければ近いほど適正な立地だ

と考え、3 次メッシュから主要道までの距離の常用

対数をとった変数を「log 主要道への距離」、焼却場

までの距離の常用対数をとった変数を「log 焼却場へ

の距離」とした。 

一般廃棄物最終処分場がその場所に立地するか否

かはその他の土地利用との関係にも依存する。そこ

で、その他の土地利用との競合関係をコントロール

するために、次式で定義される雇用への平均距離(磯

田, 2016)を用いた。 

𝐺𝑀𝐷𝑖 = [∑ 𝑤𝑗𝑗 (𝑑𝑖𝑗 + 1)𝛽]
1

𝛽 − 1            (1) 

𝑤𝑗：地点 jにおける雇用シェア 

𝑑𝑖𝑗：地点 iから jまでの距離 

𝛽：距離低減係数であり-2 として算出 

この指標は、ある地点の全国の雇用までの平均距離

であり、地価、人口密度、土地利用と密接な関係が

ある(磯田, 2016)。この指標は各都市の都心で小さい

値をとり、農村部で大きい値を取る。回帰分析では

この雇用までの平均距離の自然対数を取った指標

「logGMD」を用いた。 

 なお、距離に関する変数のほかに、上記の説明変

数に、「log 主要道への距離」を二乗し変数名は「log

主要道への距離二乗」、「logGMD」を二乗し変数名は

「logGMD 二乗」、とこれらの変数を加えて再度ロジ

スティック回帰分析を行った。それにより得られた

「log 主要道への距離」および「log 主要道への距離

二乗」、「logGMD」および「logGMD 二乗」の回帰係

数推定値をそれぞれ二次関数の定数とし、二次関数

の軸の値を計算し、算出した値の指数を取り、主要

道からどれくらい離れると最も立地しやすいか、雇

用への平均距離がどの程度の場合に最も立地しやす

いか、という距離をそれぞれ計算した。これは最終

処分場がある程度郊外に立地するということが予想

されるため、二次曲線を想定することで、最終処分

場の立地確率が最大となる場所を推定するのに最も



4 

適したものだと考えたからである。 

 

3. 結果 

  まず最終処分場と過疎地域と都市計画区域の分

布を北海道は図 1、東北は図 2、関東・中部・近畿地

方は図 3、中国・四国・九州地方は図 4 に示す。 

 

図 1 北海道の最終処分場と過疎地域と都市計画区

域の分布 

 

図 2 東北の最終処分場と過疎地域と都市計画区域

の分布 

 

 図 1～4 より最終処分場が郊外に多く立地してい

るということが改めて読み取れる。より詳しく見て

みると北海道や東北北部、山陰など過疎地域の多い

地域では過疎地域に多く分布する一方、関東や関西

などの大都市圏では都市計画区域に多く分布してい

ることがわかる。これは人口が多いほど、また廃棄

物の処理及び清掃に関する法律より各自治体または

その周辺の自治体で広域処理が行われる関係上、都 

図 3 関東・中部・近畿地方の最終処分場と過疎地

域と都市計画区域の分布 

 

図 4 中国・四国・九州地方の最終処分場と過疎地

域と都市計画区域の分布 

 

市計画区域内部に最終処分場を立地させる必要があ

るためではないかと考えられる。 

 次にロジスティック回帰分析の結果を表 1 に示す。 

表 1 よりどの説明変数も P 値が 1%水準で有意な

結果が得られ、また VIF の値も 4 未満であること

から多重共線性の可能性は低いと見られる。なお 

AIC は 226,787 であった。またデータ総数は

361,944 であった。 

より詳しく見てみると、まず焼却場有無の回帰係

数推定値は正でありまた絶対値も比較的大きいこと

から、周辺に焼却場が立地している場所は立地しや

すいのが読み取れる。また log 焼却場への距離の回

帰係数推定値は負であることから、やはり焼却場が

近いほど最終処分場が立地しやすくなるということ

が読み取れる。 
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表 1 ロジスティック回帰分析の結果 

 回帰係数

推定値 

P 値 VIF 

焼却場有無 1.09 P<0.01 2.55 

都市計画 

区域真偽 

0.206 P<0.01 1.90 

過疎地域 

真偽 

0.539 P<0.01 1.06 

log 主要道

への距離 

-6.70E-02 P<0.01 1.44 

log 焼却場

への距離 

-0.678 P<0.01 3.18 

logGMD -0.804 P<0.01 2.76 

 

次に都市計画区域真偽および過疎地域真偽におい

ては、どちらも回帰係数推定値が正であった。つま

り最終処分場は都市計画区域にも過疎地域にも立地

しやすいことが読み取れる。逆に都市計画区域にも

過疎地域にも属さない地域には立地しにくいという

ことがうかがえる。 

最後に log 主要道への距離は回帰係数推定値が負

であった。主要道に近いほど立地しやすくなるとい

うのが読み取れる。 

次に「log 主要道への距離二乗」および

「logGMD 二乗」を説明変数に加えた際のロジステ

ィック回帰分析の結果を表 2 に示す。なお「log 焼

却場への距離」を二乗した変数も用意して計算した

ものの P 値が大きな値を示し有意な結果が得られ

なかったため、この変数は除外することにした。 

表 2 においてもすべての説明変数について P 値

が 1%水準で有意な結果が得られた。AIC は

222,829、データ総数は 361,944 であった。なお log

主要道への距離、log 主要道への距離二乗、

logGMD、logGMD 二乗にて VIF の値が非常に大き

いのは同一のデータを二乗したからである。その他

の説明変数の VIF の値は 4 未満なので、やはり多

重共線性の可能性は考慮に入れなくて良いと考えら

れる。 

log 主要道への距離とその二乗項がともに有意で

あることから、立地確率が最大になるのは log 主要 

表 2 二乗項を説明変数に加えた際のロジスティッ

ク回帰分析の結果 

 回帰係数

推定値 

P 値 VIF 

焼却場有無 1.33 P<0.01 2.72 

都市計画 

区域真偽 

0.245 P<0.01 1.78 

過疎地域 

真偽 

0.236 P<0.01 1.21 

log 主要道へ

の距離 

0.463 P<0.01 26.5 

log 主要道へ

の距離二乗 

-0.113 P<0.01 28.5 

log 焼却場へ

の距離 

-0.316 P<0.01 3.19 

logGMD 25.0 P<0.01 7.06E+02 

logGMD 二乗 -2.79 P<0.01 7.12E+02 

 

道への距離が 2.04 の時である。同様に logGMD と

その 2 乗項がともに有意であることから、立地確率

が最大になるのは logGMD が 4.49 のときである。 

log 主要道への距離および logGMD はそれぞれ距離

(m)の常用対数で測られているため、指数をとると

log 主要道への距離の場合は 112(m)、logGMD の場

合は 30.9(km)と計算できる。すなわち、一般廃棄物

最終処分場が立地しやすい場所は、主要道から

112(m)離れた場所かつ雇用への平均距離が 30.9(km)

離れた場所ということがわかる。 

このうち雇用への平均距離において立地確率が最

大となる場所を示す等値線を図 5～8 に示した。図

5～ 8 より都市計画区域の辺縁部に立地しやすいと

いうことが改めて読み取れる。 

最後に予測値の分布を北海道は図 5、東北は図

6、関東・中部・近畿地方は図 7、中国・四国・九

州地方は図 8 に示す。 

図 5～8 より山地の多い場所には立地しにくく、

また都市部では焼却場近辺から都市部縁辺に立地し

やすいということが読み取れる。一方で都市の中心

部には立地しにくいということも、この結果から読
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み取れる。つまり焼却場近辺でもその焼却場の立地

が都市の中心部に近い場所には立地しにくいことが

うかがえる。 

 

図 5 北海道の予測値の分布 

 

図 6 東北の予測値の分布 

 

図 7 関東・中部・近畿地方の予測値の分布 

 

 

 

図 8 中国・四国・九州地方の予測値の分布 

 

4. 考察 

 結果より都市計画区域にも過疎地域にも立地しや

すく、ただし過疎地域において山地には立地しにく

いこと、また主要道から 112(m)離れておりかつ雇用

への平均距離が 30.9(km)にて最も立地しやすいこと

から、一般廃棄物最終処分場は比較的郊外において

道路交通の便がよい場所に設置されやすいと考えら

れる。 

 このことから、日本全国で見た場合は、最終処分

場の一般的な立地に関しては都市計画区域や過疎地

域のどちらにも極端に偏っているわけでもなく、お

おむね各地域において処理されているということが

うかがえる。これは、はじめにで記載したとおり、

廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、各自治

体もしくはその隣接した自治体とで組む広域処理に

より各地域に最終処分場が設置されるという規則が

遵守されていると考えるのが妥当である。 

 つまり都市の住民が、地方に最終処分場の建設を

押し付けるような環境正義的な問題は、実際の立地

を見ても考えにくい。 

 ただし今回の立地分析および環境正義的な考察は

あくまで都市と地方を対比させたものにすぎず、今

後より詳細に最終処分場立地の環境正義的な考察を

するならば、居住者の社会経済的な指標を含めて分

析する必要があると考えられる。特にも都市計画区

域と定義されている地域は広大であり、また様々な

社会的な格差が存在し、さらにその差も大きいため、
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都市計画区域内をさらに分類する必要があると考え

られる。 

 また都市と地方を対比させる際に今回はあくまで

一般廃棄物最終処分場の立地を分析しただけであり、

その地域に最終処分場が立地こそしているが、他地

域にも廃棄物を輸送している、ということは今回の

分析には考慮していない。仮にもそのような事実が

認められるのであれば、それぞれの一般廃棄物最終

処分場においてどこから運び込まれたのか、その量

はどれくらいなのか、といったデータが必要になる

と思われる。 

 これらのデータの入手方法や分析方法のさらなる

考察が今後必要だと考えられる。 
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